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 各関係団体の長 様 

 

山口県環境生活部長 

 

大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について 

 

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令（令和５年省令第10号。以下「改正省

令」という。）、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による

調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正す

る告示（令和５年６月環境省告示第47号。以下「改正調査者告示」という。）及び特定建

築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正

する告示（令和５年６月環境省告示第48号。以下「改正特定工作物告示」という。）が令

和５年６月23日に公布され、改正省令は一部を除き令和８年１月１日から、改正調査者告

示は令和８年１月１日から、改正特定工作物告示は一部を除き令和５年10月１日から施行

されることとなりました。 

なお、改正の概要等については下記のとおりですので、貴管下関係機関及び関係業者等

に対する周知等に御協力いただきますようお願いします。 

 

記 

１ 改正の概要 

（１）工作物の解体等工事に係る事前調査を行う者等（改正省令、改正調査者告示） 

   建築物に係る解体等工事を行う場合に加えて、工作物に係る解体等工事を行う場

合の事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必

要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととさ

れた。 

（２）特定工作物の追加（改正特定工作物告示） 

   特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作

物に、「観光用エレベーターの昇降路の囲い（建築物であるものを除く。）」が追

加された。 

２ 施行日 

 （１）改正省令、改正調査者告示：令和８年１月１日 

 （２）改正特定工作物告示（一部を除く）：令和５年 10月１日 

（参考） 

  環境省 HP「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について」

https://www.env.go.jp/press/press_01756.html 
環境政策課 

大気・化学物質環境班 

TEL 083-933-3034 

FAX 083-933-3049 
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環水大大発第2306231号 

令 和 ５ 年 ６ 月 2 3 日 

 

各 
都 道 府 県 

大気環境主管部局長 殿 
大気汚染防止法政令市 

 

環境省水・大気環境局大気環境課長 

(公印省略) 

 

大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の施行等について（通知） 

 

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令（令和５年省令第10号。以下「改

正省令」という。）、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の

目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定め

る者の一部を改正する告示（令和５年６月環境省告示第47号。以下「改正調査者

告示」という。）及び特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環

境大臣が定める工作物の一部を改正する告示（令和５年６月環境省告示第48号。

以下「改正特定工作物告示」という。）が令和５年６月23日に公布され、改正省令

は一部を除き令和８年１月１日から、改正調査者告示は令和８年１月１日から、

改正特定工作物告示は一部を除き令和５年10月１日から施行されることとなった。 

貴職におかれては、法令の厳正かつ実効性のある施行について、下記の事項に

十分御留意の上、格段の御協力及び事業者への適切な指導をお願いする。 

なお、本通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に

基づく技術的な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号。以下「法」という。）においては、建

築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）を解体し、改造し、又は補修

する作業を伴う建設工事（以下「解体等工事」という。）における石綿の飛散防

止のための規制を行っている。法第18条の15第１項及び第４項において、解体

等工事の元請業者及び自主施工者は、特定建築材料（吹付け石綿その他の特定

粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるものをい

う。）の使用の有無等について、事前に調査（以下「事前調査」という。）する

こととされている。 
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このうち、建築物に係る解体等工事を行う場合の事前調査については、大気

汚染防止法施行規則（昭和46年厚生省・通商産業省令第１号。以下「施行規則」

という。）第16条の５に基づき、当該調査を適切に実施するために必要な知識を

有する者として環境大臣が定める者に行わせることとされている（令和５年10

月１日施行）。 

今般、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、一部の場

合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境

大臣が定める者に行わせなければならないこととするため、施行規則及び設計

図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適

切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者（令和２年10

月環境省告示第76号）を改正した。 

また、工作物のうち、観光用エレベーターの昇降路の囲い（建築物に該当す

るものを除く。）については、耐火被覆材等の石綿含有材料が使用されている可

能性が高いことが明らかになったことから、特定工作物（特定建築材料が使用

されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものをいう。）に追加

するため、特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣

が定める工作物（令和２年10月環境省告示第77号。以下「特定工作物告示」と

いう。）を改正した。 

 

第２ 工作物の解体等工事に係る事前調査を行う者等（施行規則第16条の５） 

事業者は、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について適切に調

査を実施するために必要な知識を有する者（以下「調査者等」という。）に行わ

せなければならないこととした。 

ただし、特定工作物以外の工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査に

ついては、塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去の作

業を伴う場合に限ることとした。「塗料その他の石綿等が使用されているおそ

れがある材料」には、塗料のほか、モルタル及びコンクリート補修材（シーリ

ング材、パテ、接着剤等）が含まれる。 

なお、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査の円滑な実施に十分な

人数の調査者等を養成するため、当該者に調査を行わせる義務については、令

和８年１月１日より適用することとしたが、義務付け適用以前においても、事

前調査は調査者等に行わせることが望ましい。 

以上のことから、「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」

（令和２年11月30日付け環水大大発第2011301号環境省水・大気環境局長通知。

以下「令和２年11月施行通知」という。）のうち、第３ 事前調査 ２ 事前調査

の方法（２）調査を適切に行うために必要な知識を有する者における「なお、
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工作物を解体し、改造し又は補修する作業を伴う建設工事に係る事前調査につ

いては、調査者等による事前調査を義務づけることとはしていない。」の記載に

ついては、改正省令の公布の日をもって削除する。 

 

第３ 工作物の解体等工事に係る事前調査を適切に実施するために必要な知識

を有する者（改正調査者告示） 

以下に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ以下の者とする。 

（１）特定工作物告示第１号から第５号まで及び第７号から第11号までに掲げる

工作物に係る解体等工事 

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程（平成30年10月厚生労働省・国

土交通省・環境省告示第１号。以下「登録規程」という。）第２条第５項に規

定する工作物石綿事前調査者 

（２）特定工作物告示第６号、第12号から第17号までに掲げる工作物に係る解体

等工事、又は、特定工作物告示に規定するもの以外の工作物に係る解体等工

事のうち塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等

の作業を伴うもの 

（１）に掲げる工作物石綿事前調査者又は登録規程第２条第２項に規定す

る一般建築物石綿含有建材調査者、同条第３項に規定する特定建築物石綿含

有建材調査者若しくはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる

者 

 

第４ 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定

める工作物の追加（改正特定工作物告示） 

特定工作物として、「観光用エレベーターの昇降路の囲い（建築物であるもの

を除く。）」を追加した。 

なお、「観光用エレベーター」とは、建築基準法施行令（昭和25年政令第338

号）第138条第２項第１号に規定する「乗用エレベーター又はエスカレーターで

観光のためのもの（一般交通の用に供するものを除く。）」のうち、乗用エレベ

ーターで観光のためのもの（一般交通の用に供するものを除く。）をいう。 

 

第５ 作業基準における除去又は囲い込み等の完了の確認 

施行規則第16条の４第５号において、特定工事の元請業者又は自主施工者は、

当該特定工事における特定建築材料の除去又は囲い込み等の完了後に（これら

の作業を行う場所を他の場所から隔離したときは、隔離を解く前に）、これらの

作業が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に当該

確認を目視により行わせることとしている。 
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工作物に係る特定粉じん排出等作業における「確認を適切に行うために必要

な知識を有する者」とは、調査者等又は当該特定工事に係る石綿作業主任者（石

綿障害予防規則第19条に規定する者をいう。）をいう。 

以上のことから、令和２年11月施行通知のうち、第10 作業基準 ５ 除去又は

囲い込み等の完了の確認における「ただし、工作物については事前調査に必要

な知見が建築物と異なる場合があるか否かについて引き続き検討することと

しており、工作物を解体し、改造し又は補修する作業を伴う建設工事に係る事

前調査については、調査者等による事前調査を義務付けることとはしていない

ことから、工作物に係る特定粉じん排出等作業においては、石綿作業主任者に

確認を行わせることとする。」の記載については、改正省令の公布の日をもって

削除する。 

 

第６ 施行期日 

改正省令は一部を除き令和８年１月１日から、改正調査者告示は令和８年１

月１日から、改正特定工作物告示は一部を除き令和５年10月１日から施行する

こととした。 



建築物 特定工作物
（１～５、
７～11）

特定工作物
（６、
12～17）

特定工作物
以外

すべての建築物等の解体等工事において事前調査が必要

一定規模以上の建築物、
特定工作物に係る解体
等工事において、事前
調査結果の報告が必要

塗料その他
の石綿等が
使用されて
いるおそれ
がある材料
の除去作業
を伴う場合

建築物石綿含有
建材調査者等に
よる調査が必要

工作物石綿事前
調査者による調
査が必要

建築物石綿含有建材調査者等
又は工作物石綿事前調査者に
よる調査が必要

１：反応槽 ２：加熱炉
３：ボイラー及び圧力容器
４：配管設備 ５：焼却設備
７：貯蔵設備 ８：発電設備
９：変電設備 10：配電設備
11：送電設備

６：煙突
12：トンネルの天井板
13：プラットホームの上家
14：遮音壁
15：軽量盛土保護パネル
16：鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
17：観光用エレベーターの昇降路の囲い

特定工作物（環境大臣が定める工作物）

・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・これらの者と同等以上の能力を
有すると認められる者

建築物石綿含有建材調査者等

【参考】事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ図

※番号は、「特定建築材料が使用されているおそ
れが大きいものとして環境大臣が定める工作物」
（令和2年10月環境省告示第77号）の号番号

※一戸建て等建築物石綿含有建材調
査者は、建築物のうち一戸建て住宅
や共同住宅の住戸の内部のみ事前調
査を行うことができる。


